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   川越市建築計画概要書等閲覧規則等の一部を改正する規則 

（川越市建築計画概要書等閲覧規則の一部改正） 

第１条 川越市建築計画概要書等閲覧規則（昭和４８年規則第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条中「午前８時３０分から午後５時１５分まで」を「午前８時４

５分から午後４時３０分まで」に改める。 

（川越市開発登録簿閲覧規則の一部改正） 

第２条 川越市開発登録簿閲覧規則（昭和４８年規則第３０号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条中「午前８時３０分から午後５時まで」を「午前８時４５分か

ら午後４時３０分まで」に改める。 

 （川越市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の

閲覧に関する規則の一部改正） 

第３条 川越市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書

面の閲覧に関する規則（平成１５年規則第３３号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第２項中「午前８時３０分から午後５時まで」を「午前８時４

５分から午後４時３０分まで」に改める。  

附 則 

 この規則は、令和８年６月１日から施行する。 


